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平成１９年１１月 

三重県後期高齢者医療広域連合 



１ 保険料について 

【根拠法令】 高齢者の医療の確保に関する法律 第１０４条 

市町村は、後期高齢者医療に要する費用 （財政安定化基金拠出金及び第１１７条第２項の規定による拠出金の納付に要する費用 

を含む。） に充てるため、保険料を徴収しなければならない。 

２ 前項の保険料は、後期高齢者医療広域連合が被保険者に対し、後期高齢者医療広域連合の全区域にわたって均一の保険料率 

であることその他の政令で定める基準に従い後期高齢者医療広域連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定 

された保険料額によって課する。ただし、当該後期高齢者医療広域連合の区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である 

地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する被保険者の保険料については、政令で定める基準に従い別 

に後期高齢者医療広連合の条例で定めるところにより算定された保険料率によって算定された保険料額によって課することができる。 

 

【趣旨】 

保険料は７５歳以上の後期高齢者について、医療保険制度の一環として、高齢者の一人ひとりを被保険者として保険料負担を求め医療給付を

行う独立の医療制度を創設することにより、財政運営の責任主体を明確化するとともに、高齢者の保険料と支え手である現役世代の負担の明確

化・公平化を図るためのものである。また、具体的にはこれまでは、国民健康保険や社会保険といった加入する制度によって、保険料の負担が異

なっていた。 ①負担する人と負担しない人がある。 ②負担する場合であっても保険料に高低がある。 

後期高齢者医療制度では原則として都道府県内で同じ所得であれば同じ保険料 （均一保険料率） とすることにより保険料負担の公平性を確保

するものである。しかしながら、一定の基準により特定地域を定め不均一保険料率を定めることが可能である。 

 

均一料率による保険料試算値                              《厚生労働省が試算した全国平均値であるため、参考としてください》 

 基礎年金受給者 

 

（基礎年金 ７９万円） 

厚生年金の平均的な年金額の 

受給者 

（厚生年金 ２０８万円） 

自営業者の子供と同居する者 

（子：年収３９０万円、 

親：基礎年金７９万円） 

被用者の子供と同居する者 

（子：政管平均年収３９０万円、 

親：基礎年金７９万円） 

年   額 １０,８００円 ７４,４００円 ３７,２００円 
３７,２００円 

※（２年間は１８,６００円） 

月額換算   ９００円  ６,２００円  ３,１００円 
３,１００円 

※（２年間は １,５５０円） 

※被用者保険被扶養者の保険料については、国において見直しを検討中 
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● 不均一保険料率 

（１） 医療費の地域格差の特例 （経過措置） 

【根拠法令】  

高齢者の医療の確保に関する法律 第１０４条第２項   同法附則 第１４条 

 

【趣旨】  

従来から医療費が低く保険料を低く抑えてきた市町村については、保険料負担の激変緩和の観点からの配慮を目的とする措置で、平成２０年

度から６年の範囲内で後期高齢者医療広域連合の条例で定める期間、施行日前の一定期間の当該市町村の一人当たりの老人医療費が後期高

齢者医療広域連合内の平均老人医療費に対して２０％以上乖離している場合、市町村単位で不均一保険料を適用することができる。 

また、不均一保険料率を適用した保険料と均一保険料率を適用した保険料との差額については、公費 （国１/２、都道府県１/２） で負担される

ことから均一保険料率を適用した被保険者の保険料には影響しないものである。 

 

【広域連合の方針】 

特例を定める期間を６年と位置づけ適用したい。 

２０％以上乖離の市町  度会町 （被保険者約１,４００人）  【乖離度：２１．５６％】  

 

【理由】 

制度趣旨が激変緩和を主な目的としていること、他の被保険者の保険料への影響がないこと等により実施をしたい。 

また、特例を定める期間は被保険者の特性から、可能な限り対象市町内の多くの被保険者を特例の対象とするため法に定める最大の期間で

ある６年間としたい。 

 

【参考】  

厚生年金の平均的な年金額の受給者（２０８万円）の場合における均一保険料率適用者との概算比較（年額） 

年  度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度以降 

減 額 率 乖離度×3/6 乖離度×3/6 乖離度×2/6 乖離度×2/6 乖離度×1/6 乖離度×1/6 0 

概算減額値 ７，８００円 ７，８００円 ５，２００円 ５，２００円 ２，６００円 ２，６００円 均一保険料率 

《厚生労働省が試算した全国平均値を基にした値であるため、参考としてください》 
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（２） 医療の確保が著しく困難である地域における特例（恒久措置） 

【根拠法令】  

高齢者の医療の確保に関する法律 第１０４条第２項 

 

【趣旨】  

広域連合区域のうち、離島その他の医療の確保が著しく困難である地域であって無医地区及び無医地区に準ずる地域に住所を有する被保険

者に係る保険料率は、地域単位で不均一保険料率を適用することができる。 

無医地区：医療機関のない地域で、当該地域の中心的な場所を起点として、概ね半径４kmの区域内に人口５０人以上が 

居住している地域であって、かつ、容易に医療機関を利用することができない地域。 

 

 

 

【広域連合の方針】 

無医地区の定義がへき地医療対策における無医地区・準無医地区の定義と同一であることからへき地医療対策における無医地区・準無医地

区を準用したい。 

無医地区名 所在地 被保険者数（概算） 準無医地区 

太郎生 津市の一部（旧美杉村地域の一部） ２５０人

上川 

西山 
熊野市の一部（旧紀和町地域の一部） ２００人

浅里 紀宝町の一部 ５０人

合 計 ５００人

該当なし 

上記の地区に対しての不均一保険料率の適用はしないが、医療の確保が著しく困難である地域であるが故に保健事業の必要性は他の地域と

比較して大きいものと考えるため、その地域の特性に応じた保健事業を展開していきたい。 

特性に応じた保健事業の例 ： 健診後のアフターフォローを主たる目的とする 「出前保健講座」  「出前健康相談」 など 

 

【理由】 

① 不均一保険料率を適用することは、無医地区における医療機関受診の不便さを解消するものではないと考えられること。 

② 無医地区の均一保険料率と不均一保険料率との差額に対する費用負担は、保険料総額に対して非常に小さいものの、他の被保険者の保険

料で補うことになることから、無医地区被保険者の健康の向上に充分寄与する事業を行う必要があること。 
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● 減免 

【根拠法令】  

高齢者の医療の確保に関する法律 第１１１条 

 

【趣旨】  

特別の理由がある場合は保険料を減免することができる。 

 

【広域連合の方針】 

特別の理由を次の２種類としたい。 

   ① 災害を理由とする減免 

② 生活困窮を理由とする納付困難減免 

① 災害を理由とする減免 （次表 第１号） 

震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財等について著しい損害を受けたときに、損害の程度・世帯所得に応じて

未到来納期に係る保険料の減免を行いたい。 

② 生活困窮を理由とする納付困難減免 （次表 第２号～第４号） 

徴収猶予、納期限の延長等によっても納付が困難であると認める場合の救済措置として納付義務を消滅（減少）させるものであることから、

納付困難であることの確認が重要である。また、その納付困難状況の根拠として生活保護における基準に準ずる状況を基本として判断をし

た上で、最低生活費を下回る場合は未到来納期に係る保険料の全額、また、保険料を納付することにより最低生活費を下回る場合は、未到

来納期に係る保険料のうち下回る部分の減免を行いたい。 

適用区分 減免該当事項 減免割合 

ア 震災、風水害、火災等による損害の程度が１０分の２以上１０分の５未満のとき。 

（ア） 前年の世帯合計所得が５００万円以下のとき。 １０分の５ 

（イ） 前年の世帯合計所得が７５０万円以下のとき。 １０分の２．５ 

（ウ） 前年の世帯合計所得が１,０００万円以下のとき。 １０分の１．２５ 

イ 震災、風水害、火災等による損害の程度が１０分の５以上のとき。 

（ア） 前年の世帯合計所得が５００万円以下のとき。 １０分の１０ 

（イ） 前年の世帯合計所得が７５０万円以下のとき。 １０分の５ 

第 １ 号 

（ウ） 前年の世帯合計所得が１,０００万円以下のとき。 １０分の２．５ 
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第 ２ 号 死亡,心身障がい、長期入院等が事由のとき。 

第 ３ 号 事業の休廃止、事業の損失、失業等が事由のとき。 

第 ４ 号 干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁等が事由のとき。 

全額又は 

最低生活費を下回る部分 

第 ５ 号 その他特別の事情があると認められるとき。 １０分の１０以内 
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● 収納対策 

（１） 被保険者資格証明書の交付 

【根拠法令】  

高齢者の医療の確保に関する法律 第５４条第４項・第５項・第６項・第７項・第８項・第１１項  

 

【趣旨】  

公平性の維持、保険財政安定等のため保険料発生後１年を経過した滞納者に対し、特別の事情がない限り、国民健康保険同様、被保険者証

の返還を求め、被保険者資格証明書の交付を行う。 

 

【広域連合の方針】 

「特別の事情」 がない限り保険料発生後１年を経過した滞納者に対し、被保険者証の返還を求め、又は、被保険者証の更新を行わず、被保険

者資格証明書の交付を行いたい。 

また、被保険者資格証明書の発行要件である特別の事情の申し立ての機会確保及び事情の精査等を慎重に行っていきたい。 

 

【参考】 

特別の事情 （高齢者の医療の確保に関する法律施行令） 

次の事由により保険料を納付することができないと認められる事情 

・被保険者又はその世帯の世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと 

・被保険者、その世帯の世帯主又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと 

・被保険者又はその世帯の世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと 

・被保険者又はその世帯の世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと 

・前各項目に類する事由があったこと 
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（２） 短期被保険者証の交付 

【根拠法令】  

高齢者の医療の確保に関する法律 第５４条第１１項 

 

【趣旨】  

保険料を滞納している被保険者に係る被保険者証は通例定める期日より前の期日を定めることができる。 

 

【広域連合の方針】 

被保険者資格証明書交付に至る前の納付相談指導の機会を増やすことにより被保険者資格証明書の交付を避けるとともに滞納の減少のため

三重県後期高齢者医療の被保険者証は１年と期日を定めるところを、その滞納状況等に応じて 「６ヶ月」 「３ヶ月」 「１ヶ月」 の期日を定めた被

保険者証を交付したい。 

 

 

 

（３） 保険料納期 〔普通徴収〕 の統一 

【根拠法令】  

高齢者の医療の確保に関する法律 第１０９条 

 

【趣旨】   

保険料の徴収業務は市町村業務と定められていることから、普通徴収に係る納期は市町村により定める。 

 

【広域連合の方針】 

保険料の決定を含め保険制度全体に係る業務は都道府県単位である広域連合が行うものの、保険料の徴収業務等の部分は市町村業務と位

置付けられているため、普通徴収に係る納期の定めは市町村固有の考え方により定める旨規定されている。 

しかしながら、保険料や給付等の決定は都道府県単位である広域連合が行うことから、保険料の納付の機会を均一に定めることにより公平性

を確保するため広域連合内全ての市町の普通徴収に係る納期を統一し、次のとおりとしたい。 

納  期 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

期  数 随時期 随時期 随時期 第１期 第２期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 
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２ 保健事業について 

【根拠法令】 

高齢者の医療の確保に関する法律 第１２５条 第１項 

後期高齢者医療広域連合は、健康教育、健康相談、健康診査その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業を行うように努めなけれ

ばならない。 

 

【趣旨】 

今回の制度改正により、平成２０年４月から、医療保険者は４０歳から７４歳の加入者に対し特定健診の実施が義務付けられた。 

しかし、後期高齢者に対しては、保健事業（健康診査等）は、広域連合の努力義務とされているため、実施の是非や方法について検討する必要

がある。 

 

【広域連合の方針】 

後期高齢者についても、保健事業（後期高齢者健康診査）を実施したい。実施に当たっては、被保険者の利便性の確保等の視点から、介護保

険制度の生活機能評価との同時実施や、県内何れの健診機関でも受診可能なフリーアクセス制度の構築が必要と考えており、現在関係機関・団

体等と調整中である。 

保健指導は、本人の求めに応じて、健康相談等の機会の確保を行いたい。具体的には市町の生活習慣相談等の中での対応を考えている。ま

た後期高齢者健康診査の結果通知の場を利用した健康指導も検討中である。 

後期高齢者健康診査の一部負担金（利用者負担）については、一定額（課税世帯 ５００円、非課税世帯 ２００円 相当）を徴収する予定である

が、今後の国の動向を見極めたい。 

 

【理由】 

後期高齢者に対する保健事業（後期高齢者健康診査）の考え方について、現在４０歳以上の全ての住民が老人保健法や健康増進法に基づき、

健康診査や保健指導の対象になっている。しかし、平成２０年度以降、後期高齢者の保健事業が努力義務とされた中で後期高齢者のみを保健事

業の対象外とすることは、健康管理の連続性等の面から、後期高齢者の理解は得られない。 

一部負担金については、後期高齢者健康診査と生活機能評価を同時実施する場合、同時実施しない場合では健診単価が異なり、単価の１割

（３割）で設定すると相当の差異があること、また、努力義務の後期高齢者の健診では無料に出来ないことから、入院時の食事代等を考慮し一定

額の徴収としたい。 
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３ 葬祭費、傷病手当金等について 

● 葬祭費の支給について 

【根拠法令】 

高齢者の医療の確保に関する法律 第８６条 第１項 

後期高齢者医療広域連合は、被保険者の死亡に関しては、条例の定めるところにより、葬祭費の支給又は葬祭の給付を行うものとする。ただし、

特別の理由があるときは、その全部又は一部を行わないことができる。 

 

【趣旨】 

後期高齢者医療制度の創設にあたり、高齢者を対象とした医療保険制度として、法４７条において「高齢者の疾病、負傷又は死亡に関して必要

な給付」を行うものと規定されている。 

具体的には、法８６条第 1項に、葬祭費の支給（現金給付）又は葬祭の給付（現物給付）を行うものとされ、原則給付となっているものである。 

この葬祭費に対しての公費負担はなく、財源は全て保険料から賄うことになる。 

 

【広域連合の方針】 

 葬祭費の支給額は５万円として実施したい。 

 

【理由】 

○実施することについて 

法定給付であり、後期高齢者医療制度に移行する８割が県内全市町の国民健康保険の被保険者であることから、その保険制度の給付内容

を引き継ぐ必要があるため。 

また、被用者保険（健康保険等）についても、健康保険法において埋葬料の支給を規定しているため。 

 

○支給額について 

後期高齢者医療制度に移行する８割が、県内全市町の国民健康保険の被保険者であることから、国民健康保険における支給額を参考にす

ると５万円が多数であること、また、被用者保険の埋葬料が平成１８年１０月から５万円に統一されたこと（これは国民健康保険の状況も参考と

して統一されていること） 
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● 傷病手当金の支給及びその他の後期高齢者医療給付について 

【根拠法令】 

高齢者の医療の確保に関する法律 第法８６条 第２項 

後期高齢者医療広域連合は、前項の給付のほか、後期高齢者医療広域連合の条例の定めるところにより、傷病手当金の支給その他の後期

高齢者医療給付を行うことができる。 

 

【趣旨】 

法８６条 第２項において、傷病手当金の支給とその他の後期高齢者医療給付についての規定があるが、これは広域連合において給付を行う

かどうかが決定できる任意給付である。 

 

【広域連合の方針】 

傷病手当金の支給及びその他の後期高齢者医療給付については実施しないこととしたい。 

 

【理由】 

○実施しないことについて 

傷病手当金の支給については、任意給付であり、また、後期高齢者は年金を主な収入としているが、生活保障の必要性は低いと考えられ

る。 

その他の後期高齢者医療給付については、高齢者の疾病、負傷又は死亡に関する給付に限られるため法定給付以外に必要な給付内容が

現状では見当たらないこと。 

両項目に共通して、県内全市町の国民健康保険において実施実績がないこと、保険料への影響を考慮したいこと。 
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